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第５５号議案参考資料  

議  案  名  

 

 桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

１  提案理由  

 人事院勧告等に準じて、職員の期末手当の支給割合を改定したいので、

この案を提出するものである。  

 

２  改正の内容  

(1) 桶川市職員の給与に関する条例の一部改正（改正条例第１条関係）  

   令和３年１２月に支給される期末手当の支給割合を引き下げる（こ 

  のページ及び次ページの表を参照）。     （第１７条の４関係）  

(2) 桶川市職員の給与に関する条例の一部改正（改正条例第２条関係） 

令和４年度以後に支給される期末手当の支給割合を改定する（この  

  ページ及び次ページの表を参照）。      （第１７条の４関係）  

 

（参考）期末手当及び勤勉手当の支給割合  

再任用職員以外の職員  

年度   ６月  １２月  合計  総支給割合  

令和３年度  

（現行）  

期末手当  １.２７５  １.２７５  ２ .５５  ４.４５  

（月分）  勤勉手当  ０.９５０  ０.９５０  １ .９０  

令和３年度  

（改正後）  

期末手当  １.２７５  １.１２５  ２ .４０  ４.３０  

（月分）  勤勉手当  ０.９５０  ０.９５０  １ .９０  

令和４年度  

以後  

期末手当  １.２００  １.２００  ２ .４０  ４.３０  

（月分）  勤勉手当  ０.９５０  ０.９５０  １ .９０  

※  太枠内が改正部分  
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 再任用職員  

  ６月  １２月  合計  総支給割合  

令和３年度  

（現行）  

期末手当  ０.７２５  ０.７２５  １ .４５  ２.３５  

（月分）  勤勉手当  ０.４５０  ０.４５０  ０ .９０  

令和３年度  

（改正後）  

期末手当  ０.７２５  ０.６２５  １ .３５  ２.２５  

（月分）  勤勉手当  ０.４５０  ０.４５０  ０ .９０  

令和４年度  

以後  

期末手当  ０.６７５  ０.６７５  １ .３５  ２.２５  

（月分）  勤勉手当  ０.４５０  ０.４５０  ０ .９０  

※  太枠内が改正部分  

 

３  施行期日  

  公布の日（改正条例第２条の規定は、令和４年４月１日）  

 


